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工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号 Ａ　- 002

建 築 物 解 体 工 事 特 記 仕 様 書 項　　　　　　目 特　　　記　　　事　　　項

(1)

(2)

「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」（平成12年

法律第104号）

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」（昭和45年法律第137号）

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

工事の一時中止に係る計画の作成

を受けるものとする。

契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における

工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾

登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。

「建設工事公衆災害防止対策要綱」（平成５年１月12日　建設省経建発第１号）

「建設副産物適正処理推進要綱」（平成５年１月12日　建設省経建発第３号）

〔国土交通省〕［平成15年７月］

「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」

「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に

関する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月]

受注者は、契約書第35条第１項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、

(4) 受注者は、契約書第３条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。

(5) 受注者は、着手関係書類（工程表、請負代金内訳書を除く）について、実工期の始期

に提出するものとする。

(6) 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行っては

督職員と協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するもの

とする。

ならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監

(7)

(8)

実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。

発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。

(1)

(2)

一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力7.5～260kw）

電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務

を行うこと。

「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年７月31日建設省告示

第1536号（最終改正平成13年４月９日国土交通省告示第487号））による建設機械を

使用する。

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建

設機械指定要領（平成３年10月８日付け建設省経機発第249号（最終改正平成22年３月

18日付け国総施設第291号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する

ものとする。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

バックホウ

車輪式トラクタショベル

ブルドーザ

発動電動機

空気圧縮機

ローラ類

ホイールクレーン

国道６路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は

二級検定合格警備員を配置すること。（平成27年４月３日沖縄県公安委員会告示第36号）

油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS）により作成した、「再資源化報

(1)

(2)

(3)

また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工

ればならない。

(4)

マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」（COBRIS）により作成し

本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物

は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので、適正に処

理すること。

ればならない。

た、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなけ

告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなけ

受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又は

施設へ搬出すること。ただし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。

ゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している

(5)

 アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について(6)

　本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前に掲げる施設

のうち、受け入れ条件の合う中から運搬費と処分費（平日受入費用）の合計が最も経

済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源

化に要する費用の変更は行わない。

ア　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体（以下、廃棄物とい

う。）については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄

物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必

回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必

要と認められる経費については変更契約できるものとする。

要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、工事

に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている｢濁水及び粉体の分析結

果｣を用いても差し支えない。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html

棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づ

き、適正に処理すること。

　なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、

監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取

扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理

すること。

ウ　発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃

　現場施工に着手するまでの期間

(1)

次のとおりとする。

工事請負代金額が3,500万円以上（建築一式工事の場合7,000万円）の工事については、

主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、

ア

【現場施工に着手する日が確定している場合】

請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任

技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

 ・ 本工事は、余裕期間を設定して実施する工事である。

(1) 本工事は余裕期間として【　　　　日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の

設定にかかる積算上の割増は考慮していない。

(2) CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。

余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は不要とする。(3)

(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

章

1 適用基準等

沖縄県土木建築部

１

一

般

共

通

事

項

（1.1.9）

2

3

工事実績情報の

登録　（1.1.4）

工事の一時中止

に関する事項

5

6

確保及び環境保

全等

（1.3.6）

（1.3.9）

（1.3.7）

7 交通安全管理

8 発生材の処理等

（1.3.10）

9

（1.3.3）

電気保安技術者

施工中の安全

主任技術者・監理

技術者等

4 工事の余裕期間

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数搬入

材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場体制の縮小と再開

に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

１

２

３

４

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(8)

両を含む。）又は建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32の規定に違反する燃料を

受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両（資機材等の搬出入車

工事監理業務への協力等

という。）の氏名等は、発注者から通知する。なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議

の権限は有しない。

本工事の工事監理業務（建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第２条第８項並びに同法第18条

本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。

効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力

すること。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じ

た場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。

　受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方

法について、監督員と協議を行うこと。

本工事の設計時期

建築工事仕様

特記仕様

　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。

　「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。

　「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。

標準仕様

暴力団員等による不当介入の排除対策

示す。

項目及び特記事項に記載の（　.　.　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を

暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告すると

暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督院に報告するとともに

所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。

　基づいて作成している。

なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。

ワンデーレスポンスの実施

この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」

に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのか

を受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事

ともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速や

かに監督員と工程に関する協議を行うこと。

請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の

排除手続きに関する合意書（平成19年7月24日）に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。

建設業法第23条の２の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。

本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場

合の取扱いについて

本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場

合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率（元契約額÷元設

計額）を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。

下請業者の県内企業優先活用

不発弾等発見時の処理について

請負業者は、下請契約の相手方を県内企業（主たる営業所を沖縄県内に有する者。）から選定するよう

に努めなければならない。

　本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署（交番、駐在所）に報告すると共に、監督員

を通して関連市町村（防災主管課）、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術管理課

触れずにそのままの状態で保存すること。

なお、これについては、下請業者へも周知すること。

工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。

過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。

資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する

ことのないようにすること。

さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないよう

にすること。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法（以下「法」という。）の目

的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。

下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は

業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

　アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。

不正軽油の使用の禁止等について

受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。

いう。）を使用させてはならない。

に報告すること。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、

設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。

工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者（以下「管理技術者等」

第３項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。）は、別途委託契約を締結することとしており、

工事概要

敷地面積　：　

工事種目　：　

工 事 名  ：

建築物

工作物及び立木

主要用途

建築物の名称

構造及び階数

工事種別

建築面積

延べ面積

数量

工作物等の名称

イ

ウ

エ

ア

イ

ウ

ア

イ

ウ

ア

イ

ウ

エ

その他

㎡

工事場所　： （地域地区等：　　　　　　　　　　　　　　　）

ア

イ

(7) ダンプトラック等の過積載等の防止について

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ア

イ

ア

【現場施工に着手する日が確定していない場合】

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬

入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約

の締結後、監督員との打合せにおいて定める。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイド

情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議

イ 検査終了後の期間

　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者

の工事現場への専任を要しない。

主任技術者等の資格(2)

主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。な

お、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下に

よる。

・１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、技術士（建築部門又は総合技術管理部

門（建築））又は実務経験（※１）を有する者

・２級土木施工管理技士(土木)、２級建築施工管理技士(建築又は躯体)、どび技能士(１

級)、建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士又は実務経験(※２)のいずれ

かを有する者

※１　主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体

工事に関し２年以上の指導監督的な実務経験を有する者。

※２　解体工事に関し大卒（指定学科）3年以上、高卒（指定学科）5年以上、その他

10年以上の実務経験を有する者。とび技能士（２級）については、合格後、解体工事

に関し３年以上の実務経験を有する者。

発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

　主任技術者及び監理技術者の雇用関係について(3)

ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術

者は、受注者と入札執行日以前に３ヵ月以上の雇用関係が成立していなければなら

ない。

※

イ 　受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇

用関係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を提出しなければならない。

(4) コンクリート造の工作物（その高さが５メートル以上であるものに限る。）の解体作

業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場に常駐させること。

(5) 解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置するこ

とが望ましい。

10工事の保険等 (1) 次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日

から工事完成期日後、14日以上とする。

【　・火災保険　　　・建設工事保険　　　・組立保険　　　・請負業者賠償責任保険　】

(2)

(3)

ア

イ

ウ

掛金収納書を契約後一ヶ月以内に発注者に提出する。

当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。

未加入下請事業者に対する加入を指導する。

建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を証明

する書類を発注者に提出する。

建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。

ゆいくる材の使

用等

11 (1)

(2)

 本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。ただし、ゆいくる材

がない離島での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆいくる

材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実

施すること。また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、

新材を使用すること。

　ゆいくる材の品質管理

ア

イ

ウ

　ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質

管理要領」に基づいて行うこと。

受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に

一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必

要書類の交付を受けなければならない。

受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時

と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。

エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報

告しなければならない。

12設計図CADデータ

の貸与

本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与された

CADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。

13情報共有システム 本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

(1)

(2)

(3)

　現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環

境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議す

ること。

【インターネット環境】：ブロードバンド回線

【パソコンＯＳ】　 　　　：Microsoft Windows 8.1/10

【推奨ブラウザ】　　　 ：Internet Explorer 11

簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータ

を共有・交換するものである。

受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた使

用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。

を報告し、確認を受けること（支払いの事実を証明する書類（銀行振り込みの写し等）

沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実

を提出）。

(1.4.2)

14施工数量調査

(2)

(1)

施工に先立ち、施工数量調査を行う。

調査範囲　：　

調査方法　：　

1

2

２

仮
設
工
事 3

工事用水

工事用電力

環境対策について (1)

構内既存の施設：【 ・ 利用できない　　・ 利用できる（ ・ 有償　・ 無償）】

　受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止

法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現

場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。

　赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。(2)

4 (1)

(2)

設ける。（範囲、位置及び延長等は図示による。）

防音パネル等を取付ける足場等の設置範囲及び高さ：

・5

ラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(2)

手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

足場

仮囲い

構内既存の施設：【 ・ 利用できない　　・ 利用できる（ ・ 有償　・ 無償）】

7

（2.3.1）

6 規模（㎡）

仕上げ

備品の種類及び数量

監督員事務所

電気設備の調査等

機械設備の調査等8

行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。

行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。

解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を

解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調査を

床

内壁・天井

屋根

３

解
体
施
工

事前措置1 事前措置の内容

・

・

・

（3.2.1）㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

指定なし

図示による

図示による 2

3

杭の解体 ( 1

(

)

2

(

)

3 )

( 4 )

杭の解体：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

杭の解体工法：　【 ・ 3.9.2(b)(1)　　・ 3.9.2(b)(2)】

杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。

杭の処理方法：

　樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。

)

)

4(

)

3(

2

)

(

1(

)2

)

(

1(4

5
及び整地

び埋設配管等

地下埋設物及

埋戻し、盛土

構内舗装等

埋戻し及び盛土：　【 ・ 行う　　　・ 行わない】

埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別：　【　・A種　　・B種　　・C種　　・D種】

整地の高さ：　【　・ 現況GL　　・ 図示による】

解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。

地下埋設物の解体：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

埋設配管の解体：　【 ・ 行う　　　・ 行わない】

（3.13.1）

（3.12.1）

（3.11.1）

（3.9.2）

４ 1 (1)

（4.4.1）

再資源化等

建
設
廃
棄
物
の
処
理

建設廃棄物の種類 施設までの距離（Kｍ） 備考

(2)

(3)

指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

再資源化された建設廃棄物の現場での使用：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化

建設廃棄物の種類 施設までの距離（Kｍ） 備考

建設廃棄物種類 処理の方法等

最終処分2

3 処理に注意を要

する建設廃棄物

(4.5.1)

（4.4.3）

石膏ボードの処理方法：

石膏ボードの種類：4 石膏ボードの処理

方法

５

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

(5.4.1)

廃棄物

特別管理産業1 種類 分析調査 保管・処分

【・行う   ・行わない】【・保管  ・処分】

【・行う   ・行わない】

【・行う   ・行わない】

【・行う   ・行わない】

【・保管  ・処分】

【・保管  ・処分】

【・保管  ・処分】

施設までの距離（Km）

(5.1.2) 

1

2

(1)

(2)

(3)

調査範囲：　図示による。

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与：　・ 有り　・ 無し

分析による石綿含有の調査：　【 ・ 行う　　・ 行わない】

調査方法：

施工調査

石綿粉じん濃度

測定 測定時期 測定場所

６

石
綿
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

備　　考

空気の流れを確認

測定点数

１点

１点 除じん装置の性能確認

２点

４方向各１点

４方向各１点

石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数

（6.1.4）

（6.1.3）

(1)5

の除去(6.5.4)

石綿含有成形板 処分方法：

(6.4.1)-(6.4.4)

等の除去

石綿含有保温材4

(3)

(2)

(1) 除去工法：

飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

処分方法：

(6.3.2)(6.3.3)

材の除去

石綿含有吹付け 除去工法：

飛散防止措置：　・ 湿潤化　　・ 固形化

処分方法：(3)

(2)

(1)3

処理作業中

処理作業後

(隔離シート除去前）

・

・

セキュリティーゾーン入口

負圧・除じん装置の排出口

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

・

・

・

・

・

1７

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

特殊な建設副産物

(7.1.3) (7.3.1)

種類 分析調査

【・行う   ・行わない】

【・行う   ・行わない】

【・行う   ・行わない】

施設までの距離（Km）回収・処分

【・回収  ・処分】

【・回収  ・処分】

【・回収  ・処分】

特記仕様書（解体）

竹富町字南風見仲地内

令和７年１０月改定版

共通仕様書」[令和7年版]（以下「共通仕様書」という。）による。

大富団地(10号棟)解体工事(R8)

　本工事設計書は、令和　8　年　4　月　1　日時点での建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に

大富団地(10号棟)解体工事(R8)

竹富町建設課

令和 8 年度
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11号棟 12号棟
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既設浄化槽
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機械室

ｺ2F

ｺ2F

１号棟

９号棟

ｺ2F
２号棟

ｺ2F
10号棟

６号棟５号棟
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㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名
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発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

Ａ　-

S=1:

ｺ2F

ブランコ

滑り台

砂場

休憩広場
水飲み場

汚水

汚水

汚水

汚水汚水
汚水

汚水

汚水

電柱

電柱

電柱

電柱
電柱

標識

電柱

電柱電柱

電柱

電柱

外灯

電柱

電柱

外灯

電柱
電柱

電柱
電柱 電柱 電柱

電柱

電柱

電柱

電柱

(A棟・B棟)
第5期工区

第3期工区
(C棟・D棟)

第4期工区
(G棟・H棟)

(E棟・F棟)
第6期工区

第2期工区
(Ｉ棟)

第１期工区
(Ｊ棟)

第7期工区
(K棟・L棟)

工区外-2

(Ｍ棟)
第2期工区

竹富町立大原中学校

至 後港川

至 大原港

ﾓﾓﾀﾏﾅ

ﾌｸｷﾞ

ﾓﾓﾀﾏﾅ

ﾓﾓﾀﾏﾅ

ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
ﾌｨｶｽｱﾙﾃｼﾏ
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ﾓﾓﾀﾏﾅ ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ
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ｸﾜﾉｷ

ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ

ﾔﾗﾌﾞ

汚水汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水
汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水

汚水

汚水

汚水汚水汚水汚水汚水汚水汚水

汚水

汚水汚水

3
0
0

2,000

クラッシャーラン
ア)150mm舗装仕上げ

80S=1：ハーロ ー

(車両出入口等)

仮設計画図
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既設浄化槽

G.L

柱：単管 @ 2,000

700
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土のう積工70
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2,
0
00

仮囲鉄板　ｔ=1.2㎜ 支柱パイプ

控え柱：単管 @ 2,000

80S=1：仮設外柵

≒2,000

赤土流出防止対策
土嚢2段積み
(ブルート覆い)

外灯
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＝
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+

+ +

+ +

+

+ +

+ +

+

+

+

+

+

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ
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4.00 14.00 41.00 24.00

41.00

7.00 13.50 41.00 26.50
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14.00 25.00
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3号・4号棟

5号・6号棟

7号・8号棟

122.30

123.40

124.00

129.00

クロスゲートを示す

仮設外柵を示す

仮設外柵工事

凡　例
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設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

計

番号 計 算 式 面積

2.850 6.600×

×２

１

㎡

2.850 5.700

37.620

32.490

１階床面積算定表

70.110

70.11

2×

2×

計

番号 計 算 式 面積

建築面積算定表

2.850 6.600×

×

×ア

２

１

㎡

2.850 5.700

1.800 0.700

37.620

32.490

2.520

72.630

72.63

2×

2×

2×

計

番号 計 算 式 面積

2.850 ×

×

×ア

２

１

㎡

2.850 5.700

1.800 0.700

32.490

2.520

２階床面積算定表

2×

2×

2×

4.650 26.505

58.995

58.99

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

Y1

Y2

6
,
6
0
0

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

Y1

Y2

6
,
6
0
0

Y4 Y4

Y1
,

Y3

1
,
9
5
0

4
,
6
5
0

300 1,800 3001,800

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

7
0
0

1
,
0
0
0

7
0
0

1
,
0
0
0

5
,
7
0
0

9
0
0

１ １２ ２

S=1:100２階床面積算定図

１ １

２ ２

ア ア

Y1
,

Y3

5
,
7
0
0

9
0
0

建築面積・１階床面積算定図 S=1:100

合計 ㎡

２階

１階

延べ面積

建築面積

㎡合計

70.11

72.63

58.99

129.10

求積図・面積表

S=1:

Ａ　- 005
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設
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者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

―

外部仕上表

屋根

外壁

庇裏

防水剤　コンクリート金ゴテ押え　水勾配1/200

ア)18　モルタル塗り下地　アクリル系リシン吹付

コンクリート素地の上　ＶＰ

コンクリート金ゴテ仕上げ
ポーチ

犬走り
転落防止手すり

ドレイン

雨水集水桝

壁　樋

棟番号

床下換気口

天井換気孔

プランターＢＯＸ

バルコニー
壁：ア)18　モルタル塗り下地　アクリル系リシン吹付

床：コンクリート金ゴテ押え

外壁：コンクリート素地　アクリル系リシン吹付

ＳＫ式換気孔(ＬＢ1型）

200×400換気用ブロック(防虫網取付)

25×25モザイクタイル貼り

塩ビ水ぬきパイプ 40Φ　客土(別途)

取り付け場所は妻側とする

硬質塩化ビニール　ＶＰ仕上げ

コンクリート素地　アクリル系リシン吹付

鋳鉄製　コールタール焼付(フロアードレイン)

アルミ製

内部仕上表

室名

玄　関

ホール

台　所

食　堂

和　室

押　入

階段室

洗濯室

便　所

浴　室

廊　下

和　室

和　室

押　入

6.0 帖

6.0 帖

4.5 帖

１
 
階

２
 
階

ア)30 モルタル金ゴテ

ア)12 合板フロアー

ア)12 合板フロアー

ア)15 杉板下地　タタミ敷

ア)9 ラワン合板

ア)3 ウレタン樹脂系 塗床

ア)3 ウレタン樹脂系 塗床

25角 モザイクタイル

33×290 ラワン

ア)12 合板フロアー

ア)9 ラワン合板

タタミ敷

ア)30 モルタル金ゴテ

アスファルトルーフィング貼り

タタミ敷

アスファルトルーフィング貼り

ア)30 モルタル金ゴテ

床

ア)15 モルタル金ゴテ

24×90 杉材

24×90 杉材

タタミ寄せ 40×60杉材

雑巾摺 15×15

防水モルタル金ゴテ

防水モルタル金ゴテ

100角 半磁器質タイル

24×90 杉材

雑巾摺 15×15

24×90 杉材

タタミ寄せ 40×60杉材

タタミ寄せ 40×60杉材

巾　木塗装

ＣＬ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)4 プリント合板

ア)2.7 ラワン合板

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)4 プリント合板

ア)4 プリント合板

ア)2.7 ラワン合板

腰　壁塗装

ＶＰ

ＯＰ

ＯＰ

ＣＬ

ＶＰ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ア)15 モルタル金ゴテ

一部：ア)4 プリント合板

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)4 プリント合板

ア)2.7 ラワン合板

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)15 モルタル金ゴテ

ア)4 プリント合板

ア)4 プリント合板

ア)2.7 ラワン合板

壁塗装

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ア)5 フレキシブルボード　目透かし

ア)5 フレキシブルボード　目透かし

ア)5 フレキシブルボード　目透かし

コンクリート素地

ア)5 パーライト吹付

コンクリート素地

ア)5 パーライト吹付

コンクリート素地

ア)5 パーライト吹付

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み

ア)5 パーライト吹付

コンクリート素地

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み

ア)5 パーライト吹付

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み

ア)5 パーライト吹付

天　井塗装

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

靴 箱

ステンレス流し台、吊り棚

ステンレスレンジフード、水切り棚

クーラー配管用スリーブ

畳

クーラー配管用スリーブ

畳

畳

洗濯パン

天井高

2,660

2,410

2,410

2,370

2,150

2,150

2,150

2,560

2,400

2,400

備　考塗装

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＯＰ

ＣＬ

ＶＰ

クリアラッカー

油性調合ペイント

塩化ビニル樹脂エナメルペイント

大富団地解体工事（建築)

仕上表

006Ａ　-

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み

合板天井板 目透かし貼り

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み

合板天井板 目透かし貼り

ア)30 ポリスチレンフォーム打込み
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令和 7 年度
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X1 X2 X3 X4 X5
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Ｒ階平面図

平 面 図

大富団地解体工事（建築)
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雨
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図面名称

図面番号
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2,850 2,850 2,850 2,850

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

Y4

900

Y3 Y2 Y1
,

6,600

1,950

Y1

3,750

立 面 図

大富団地解体工事（建築)

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

11,400

X1X2X3X4X5

2,8502,8502,8502,850

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

Y4

900

Y3Y2Y1

6,600

1,950

Y1

3,750

,

１

２

３

４

１　立面図 S=1:100 S=1:100

S=1:100 S=1:100２　立面図

３　立面図

４　立面図

X1 X2 X3 X4 X5

Y1

Y2

Y4

S=1: 100

Ａ　- 008



設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

和室 和室食堂 食堂

和室 和室和室 和室

5
1
0

2
,
3
7
0

2
,
4
0
0

5
1
0

2
,
3
7
0

2
,
4
0
0

5
0
0

2
,
4
0
0

5
0
0

2
,
4
0
0

8
9
0

9
0
0

9
6
0

9
0
0

8
9
0

9
0
0

9
6
0

9
0
0

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

和室

2
,
4
0
0

靴
箱

階段室

浴室 洗濯室

2
,
1
5
0

2
,
1
5
0 玄関

和室

靴
箱

階段室

浴室洗濯室玄関

2
,
4
0
0

2
,
1
5
0

2
,
1
5
0

Y4

900

Y3 Y2 Y1
,

6,600

1,950

Y1

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

1
,
2
0
0

9
0
0

3
0
0

2
5
0

6
5
0

押入

押入浴室

3,750

和室

和室

2
,
4
0
0

1
,
7
0
0

9
0

1
6
0

5
1
0

2
,
3
7
0

1
,
7
9
0

2
,
1
5
0

1
,
1
0
0

6
0
0

5
,
8
2
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

▽ GL

▽ 2SL

▽ RSL 1
0
0

Y4

900

Y3 Y2 Y1
,

6,600

Y1

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

9
0

9
0
0

9
6
0

2
,
4
0
0

1,950 2,850900

和室

7
0
0

1
,
1
1
5

5
0
0

2
,
3
8
0

1
,
8
0
0

食堂 台所

1
,
9
0
0

玄関 ホール

廊下

1,700

300

800 400

800

400

5
5
0

5
0

900 1,950 3,7501,911 939 3,750

2,850 2,850 2,850 2,850 1,425 1,425 2,850 2,850 1,425 1,425

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

Ａ～Ａ　断面図 S=1:100 S=1:100

S=1:100 S=1:100

Ｂ～Ｂ　断面図

Ｃ～Ｃ　断面図 Ｄ～Ｄ　断面図

2
,
5
5
0

2
,
5
5
0

キープラン

Ａ Ｂ

Ｃ Ｃ

Ｄ Ｄ

Ａ Ｂ

断 面 図

大富団地解体工事（建築)

X1 X2 X3 X4 X5

Y1

Y2

Y4

2
,
3
8
0

2
,
3
8
0

S=1: 100

Ａ　- 009



1
,
7
8
0

設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

展開図１

靴
箱

2,850

X2 X3

1,275 450 1,125

1
,
9
0
0

1,950

Y3 Y2

975 975

靴
箱

2,850

X2X3

1,2754501,125

2,850

X2 X3

1,275 450 1,125

2,850

X2X3

1,2751,575

2
,
6
8
0

2
3
0

5
0
0

2
,
4
1
0

5
0
0

2
,
4
1
0

2
,
6
8
0

2
3
0

5
0
0

2
,
4
1
0

1,950

Y3Y2

975975

5
0
0

2
,
4
1
0

1
,
9
0
0 2
,
6
8
0

2
3
0

X1 X2

2,850

8
9
0

9
0
0

5
1
0

2
,
3
7
0

1
,
7
9
0

1
0

Y2 Y1

939 3,750

1
,
7
9
0

5
1
0

2
,
3
7
0

1
,
7
8
0

5

X1X2

2,850

1
,
7
9
0

1
0

8
9
0

9
0
0

5
1
0

2
,
3
7
0

Y2Y1

9393,750

5
1
0

2
,
3
7
0

1
,
7
9
0

5

X2 X2

1,4251,825

Y2

1,839

X2

1,825

Y2

1,839

X2 X3

2,850

2
,
4
1
0

5
0
0

1
,
7
9
0

1
0

Y2 Y1

3,750

1
,
8
0
0

5
0
0

2
,
3
8
0

X2X3

2,850

1
,
7
9
0

1
0

2
,
4
1
0

5
0
0

Y2Y1

3,750

5
0
0

2
,
3
8
0

1
,
8
0
0

X2

1,425

X2

1,425

Y4

1,011

Y4

1,011

3
,
0
3
0

3
,
0
3
0

玄関・ホール

洗濯室

3
,
0
3
0

3
,
0
3
0

X1

1,425

Y4

1,911

X1

1,425

Y4

1,911

3
,
0
3
0

3
,
0
3
0

浴　室

便　所 食堂・台所

和室（6.0帖）

A A

A A A

A A

A

B C C D

B C D B C D

B C D B C D

B C D

S=1: 100

Ａ　- 010

2
,
1
5
0

4
7
0

1
,
8
0
0

4
7
0

2
,
1
5
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

2
,
1
5
0 6
0
0

1
,
1
5
0

4
2
0

2
,
1
5
0

1
,
8
0
0

2
,
1
5
0

4
2
0

2
,
1
5
0

2
,
1
5
0

4
7
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

2
,
1
5
0

4
7
0

4
7
0

2
,
1
5
0

2
,
1
5
0

4
7
0

1
,
8
0
0

4
7
0

2
,
1
5
0

1
,
8
0
0

6
0
0

1
,
1
0
0

6
0
0

1
,
1
0
0

6
0
0

1
,
1
5
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0



設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

展開図２

靴
箱

2,850

X2 X3

2
,
6
8
0

2
3
0

2
,
5
6
0

1
0

1
,
7
3
0

3
,
0
3
0

2
,
7
9
0

Y3 Y2

1,950

2
,
5
6
0

2,850

X2X3

1
0

1
,
8
3
0

5
0
0

2
,
4
1
0

1
,
7
3
0

Y3Y2

1,950

7
0
0

1
,
1
1
5

1
,
9
0
0

2
,
4
1
0

2
,
5
6
0

1
,
8
3
0

1
0

1
,
7
3
0

2
,
7
9
0

X1 X2

2,850

2
,
4
0
0

1
0

1
,
7
3
0

2
,
7
9
0

2,850

X2 X3

2
,
4
0
0

1
,
7
0
0

2
,
4
0
0

1
6
0

Y4 Y3 Y1
,

900 3,750

1
,
7
8
5

5
2
5

4
0

5

X1X2

2,850

9
6
0

9
0
0

2
,
4
0
0

Y4Y3

9003,750

Y1
,

2
,
4
0
0

1
,
7
0
0

1
6
0

1
,
7
8
5

5
2
5

4
0

5

9
0
0

9
6
0

2
,
4
0
0

Y2 Y1

2,850900

1
,
78
5

5
2
5

4
0

5

9
0
0

9
6
0

2
,
4
0
0

Y2 Y1

2,850900

1
0

1
,
73
0

2,850

X2X3

1
,7
0
0

2
,
4
0
0

1
6
0

Y2Y1

2
,
4
0
0 9
0
0

9
6
0

1
,
79
0

1
0

3,750

階段室

和室（4.5帖）

和室（6.0帖）

A

A

A

B C D

DCBB

B C D

S=1: 100

Ａ　- 011



設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

符 号

場所　数量 ＡＤ

１
玄　関

１階

形 状

寸 法

形式・見込

仕上・硝子

付 属 金 物

備 考

符 号

場所　数量

その他付属金物一式

アルミ製片開きフラシュドア

ステンレス丁番、戸当り、郵便受箱
ケースハンドル、本締り錠、ドアクローザー

下枠：SUS304 t=1.5

アルマイト処理

形 状

寸 法

形式・見込

仕上・硝子

付 属 金 物

備 考

符 号

場所　数量

形 状

寸 法

備 考

付 属 金 物

仕上・硝子

形式・見込

ヶ所
ＡＤ

２
浴　室

１階

70 アルミ製片開き框ドア（ガラリ付）

アルマイト処理
型板ガラス　t=4.0ｍｍ

その他付属金物一式
ステンレス丁番、戸当り
ケースハンドル、押しボタン錠

ヶ所
ＡＷ

１ １階

和　室・台　所

70 アルミ製引き違い窓

アルマイト処理
透明板ガラス　上窓：t=5.0ｍｍ・下窓：t=6.0ｍｍ

クレセント
その他付属金物一式

小窓・網戸付き

ヶ所
ＡＷ

２
浴　室・便　所

１階

70 アルミ製内倒し窓

アルマイト処理
型板ガラス　t=6.0ｍｍ

トップラッチ、ストッパー
その他付属金物一式

ヶ所
ＡＷ

３ ２階

和　室（4.5帖）

70 アルミ製引き違い窓

アルマイト処理
透明板ガラス　t=5.0ｍｍ

クレセント
その他付属金物一式

ヶ所
ＡＷ

４
廊　下

２階

70 アルミ製引き違い窓

アルマイト処理
透明板ガラス　t=5.0ｍｍ

クレセント
その他付属金物一式

小窓・網戸付き

ヶ所

70

▽ FL

1
,
9
0
0

800

▽ FL

1
,
8
0
0

680

▽ FL

1
,
8
0
0

5.0

6.0

5.0

6.0

1,700

▽ FL

1
,
1
0
0

6
0
0

500

▽ FL

9
6
0

9
0
0

1,700

▽ FL

1
,
1
1
5

7
0
0

800

ＡＷ

５
和室

２階

アルミ製引き違い窓

アルマイト処理

クレセント
その他付属金物一式

小窓・網戸付き

透明板ガラス　上窓：t=5.0ｍｍ・下窓：t=6.0ｍｍ

（6.0・4.5帖）

ヶ所

70

1
,
7
0
0

1
6
0

△ FL

1,700
(1,690は4.5帖)

ＡＷ

６ １・２階

和　室（6.0帖）

アルミ製引き違い窓

アルマイト処理
透明板ガラス　t=5.0ｍｍ

クレセント
その他付属金物一式

ヶ所

70

▽ FL

9
6
0

9
0
0

6
0
0

1,200

２ ２ ４ ４ ２ ２ ４

４

建 具 図
ＷＤ

１
ＷＤ

１
ＡＷ

ＷＤ

ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

１

ＡＷ

１

ＡＷ

１

ＡＷ

１

ＡＷ ＡＷ

ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ

ＷＤ

ＡＤ

２

３ ３

６ ６ ６

２

３ ３
４ ４

５ ５

Ｆ Ｆ

Ｆ

２ ２

Ｆ

Ｆ

３ ３

Ｆ

ＦＦ

４ ４

Y1

Y2

Y4

Y1

Y2

Y4

Y3

Y1
,

１

ＡＷ ＡＷ

１

ＷＤ

１

ＷＤ

１

ＡＷ ＡＷＡＤ ＡＤ

２ ２ ４ ４

X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5

１階　キープラン ２階　キープランＷＤ

６

ＷＤ

６

ＷＤ

６

ＷＤ

６

ＡＷ

５

ＷＤ

７

ＡＷ

５

ＷＤ

７

ＡＷ

５

ＷＤ

７

ＡＷ

５

ＷＤ

７

ＷＤ

８

ＷＤ

８

ＡＷ

ＷＤ

ＡＤ

２

６

２

S=1: 100

Ａ　- 012

小窓・網戸・アルミ格子付き（外付け）

小窓・網戸・アルミ格子付き（外付け）

木製嵌め込み雨戸

Ｆ

２
和　室（6.0帖）

２階

ビニール系フスマ紙

その他付属金物一式

取っ手

木製引き違いフスマ戸

Ｆ

３
和　室（6.0帖）

２階

ヶ所

21

ビニール系フスマ紙

その他付属金物一式

取っ手

木製引き違いフスマ戸（ランマ付）

４

Ｆ

２階

和　室（4.5帖）ヶ所

21

ビニール系フスマ紙

その他付属金物一式

取っ手

木製引き違いフスマ戸（ランマ付）

ヶ所

21

▽ FL

1
,
7
3
0

1,710

▼FL

1
,
7
8
5

4
0
5
2
5

1,618

▼FL

1
,
7
8
5

4
0
5
2
5

1,710

２ ２ ２

その他付属金物一式

ヶ所
ＷＤ

６ １階

和　室・台　所

t=9.0㎜杉板貼り

1,900

1
,
9
5
0

39

枠組：30×60杉材

４

その他付属金物一式

ヶ所
ＷＤ

木製嵌め込み雨戸

t=9.0㎜杉板貼り

39

枠組：30×60杉材

４

1,900

1
,
8
5
0

７ ２階

和　室（6.0・4.5帖）

その他付属金物一式

ヶ所
ＷＤ

木製嵌め込み雨戸

t=9.0㎜杉板貼り

39

枠組：30×60杉材

８ １階

和　室（6.0帖） ２

1,400

1
,
0
5
0

1,600 1,650

Ｆ

１ １階

和　室（6.0帖）

ビニール系フスマ紙

その他付属金物一式

取っ手

木製引き違いフスマ戸

ヶ所

21

▽ FL

2,685

1
,
7
9
0

２

ＷＤ

１
玄　関

１階

その他付属金物一式

玄関側：t=4.0ｍｍプリント合板
靴箱側：t=3.0ｍｍラワン合板

ステンレス引手

木製引き違いフラッシュ戸

ヶ所
ＷＤ

２
便　所

１階

36

ステンレス丁番、戸当り
その他付属金物一式

ケースハンドル、押しボタン錠

木製片開きフラッシュ戸（ガラリ付）

ヶ所
ＷＤ

３
和　室

１階

36

ビニール系フスマ紙

その他付属金物一式
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木製片開きフラッシュ戸

ヶ所
ＷＤ

４ ２階

和　室（4.5帖）

21

t=4.0プリント合板

ケースハンドル、押しボタン錠

その他付属金物一式
ステンレス丁番

木製片開きフラッシュ戸（ガラリ付）
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△ FL1
1
5

7
5
5
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2
0
0
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1
,
8
0
5
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1
,
7
8
5
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▼FL 2
0
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1
,
7
3
0
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ＷＤ

５ ２階

和　室（6.0帖）
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1
,
7
8
5

4
0
5
2
5
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２ ２ ２ ２ ２
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t=4.0ｍｍプリント合板

ＡＷ
ヶ所

７ １階

外　部 ２

アルミ製格子

その他付属金物一式
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2
,
1
5
0

25×20 格子

ＡＷ ＡＷ
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㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

外構詳細図（1)
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3.00 3.10 11.10 3.10

2.70 9.50
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＝
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29.50
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32.50
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18 × ×11.600 0.600 ＝ ㎡2 13.920

6.960

140.46

141.14

143.04

112.98

22.51

ｍ3)( 11.33

ｍ3)(

ｍ3)(

ｍ3)(

ｍ3)(

ｍ3)(

ｍ3)(

ｍ3)(

16.85
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㎡
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体積

基礎　0.450×0.450×0.450×4ケ所 ＝ 0.36m3

0.47m3
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者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)
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5
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,
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0
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4
0
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コンクリート
土間

D10-＠200 シングル
(タテ・ヨコ共）

40S=1: 80S=1:

S=1:100

外構詳細図(2)
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休憩広場
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,
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0
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,
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80S=1:ブランコ S=1:80滑り台

タテ筋

壁の交差部
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梁リスト S=1:60
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5
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巾止め筋：D10-＠600
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S=1:100イ　断面図 その他付属金物一式

アルマイト処理

ステンレス丁番
ケースハンドル、本締り錠

ＡＤ

１
出入口

形式･見込

仕上･硝子

付属 金物

寸　　法

形　　状

場所 数量

符　　号

アルミ製片開き

フラシュドア
70

ヶ所１

750

1
,
7
5
0

1-D16

1-D16

2,150

1
,
8
0
0

3
5
0

1
3
0

1
2
0

汚水桝 汚水桝
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0
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1
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A1 1：20
A3 1：40底板詳細図

D13-＠200ダブル

D13-＠200ダブル

巾止メ筋　D10-＠1000
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㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

既設浄化槽図

開口補強詳細図 A1 1：20
A3 1：40

開口補強筋は全て2-D13

2
0
0

巾止メ筋　D10-＠1000

スラブ詳細図 A1 1：20
A3 1：40

フープ　Ｄ10-＠100

6-D13

A1 1：20
A3 1：40支柱詳細図

φ300

4
0d

40d

40
d

4
0d

40d

40d

40d

15,300

3
,
5
0
0

A1 1：50
A3 1：100浄化槽平面図

600Φ
鋳鉄製マンホール

t=4.50 縞鋼板蓋

t=4.50 縞鋼板蓋

t=4.50 縞鋼板蓋
1,200×1,200

t=4.50 縞鋼板蓋
1,200×1,200

950×1,500

650×1,250

t=4.50 縞鋼板蓋
650×1,250

2,300 500 9,770 500 2,000

15,300

6
0
0

2
,
3
0
0

6
0
0

3
,
5
0
0

6
0
0

1
,
1
0
0

6
0
0

115 115

1,100 1,100 565715 1,850 500 550 1,430550 500550 1,050550 500550 150840 150550 2501,300

支柱
14-φ300

浄化槽スラブ平面図 A1 1：50
A3 1：100

250

2,665 12,635

4
5
0

15,300

2,165 2,280 2,530 2,515 2,530 2,530250 250

2
5
0

3
,
0
0
0

2
5
0

3
,
5
0
0

支柱
14-φ300

A1 1：50
A3 1：100浄化槽底板平面図

2
0
0

3
,
4
7
0

3
,
0
2
0

1
5
0
5
02
5
0

2
0
0

2
0
0

2
,
5
7
0

1
5
0

3
,
0
2
0

2
5
0

5
0

2
0
0

250

2,665 12,635

15,300

2,165 2,280 2,530 2,515 2,530 2,530250 250

250

4
5
0 2
5
0

2
0
0

A1 1：50
A3 1：100長辺方向断面図

2,915 12,385

2,665 12,635

500Φ
1
,
1
5
0

1
,
4
0
0

1
,
1
5
0

1
,
2
0
0

1
,
1
0
0

1
,
2
0
0

S=1:100既設浄化槽

015Ａ　-

100S=1: ・40

一般事項

捨てコンクリート強度

有筋コンクリート強度

鉄　　　　　　　　筋

鉄筋かぶり

定着及継手

16N/ｍｍ2スランプ15

21N/ｍｍ2スランプ18

SD295A

スラブ40　　　底板60

40ｄ　ｄ：鉄筋径

型　　式 琉設浄化槽　RSR-120C型

処理対象人数

計画汚水量

流入汚水水質

放流水質

排水時間

120人

24.000ｍ　3/日

流入BOD200㎎/　

放流BOD 20mg/

10時間

体積

0.150×0.150×3.14×3.020＝0.21m3

0.150×0.150×3.14×2.570＝0.18m3

柱

底板

体積

1.100×1.100×0.200＝0.242

1.51m3

開口部

　1.100×1.100×0.200＝0.242

0.250×0.250×3.14×0.200＝0.039

0.550×1.150×0.200＝0.126

0.840×1.400×0.200＝0.235

0.550×1.150×0.200＝0.126

0.550×1.150×0.200＝0.126

0.550×1.150×0.200＝0.126

0.550×1.150×0.200＝0.126

0.550×1.150×0.200＝0.126

スラブ

　15.300×3.500×0.200＝10.71m3

10.71-1.51＝9.20m3

0.21m3×4+0.18m3×10＝2.64m3

2.915×3.500×0.250＝ 2.55m3

12.635×3.500×0.250＝11.05m3

0.250×3.500×0.200＝ 0.17m3

13.77m3

25.61m3

スラブ　9.20

柱　2.64

底板 13.77

合計

コ

D10-＠150ダブル

D10-＠150ダブル

user
線
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工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)

01 02

05

06

ﾔﾗﾌﾞ

ﾓﾓﾀﾏﾅ

ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ

工区外-1

ｺ1F
機械室

ﾌｸｷﾞ

番号 高さ(m) 幹周り(cm) 種類

既設高木伐採リスト

ﾓﾓﾀﾏﾅ

ﾔﾗﾌﾞ
ｸﾜﾉｷ

12

11
ﾓﾓﾀﾏﾅ

09

ｺﾞﾊﾞﾝﾉｱｼ

08

ﾓﾓﾀﾏﾅ07ﾓﾓﾀﾏﾅ

ﾓﾓﾀﾏﾅ04

03

15

工区外-2

ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ

16 17

木2

木3

木4

木5

木6

モモタマナ

木7

ガジュマル

モモタマナ

モモタマナ

モモタマナ木1-2 モモタマナ

モモタマナ

モモタマナ

ガジュマル

モモタマナ

ゴバンノアシ

ヤラブ

モモタマナ

フクギ

ヤラブ

クワノキ

ガジュマル

モモタマナ木8-2

木8-1

木9

木10

木11

木12

木13

木14

木15

木16

木17

木1-1

フィカスアルテシマ

フィカスアルテシマ

第１期工区

第2期工区

第7期工区

第2期工区

第6期工区
第4期工区

14号棟
ｺ2F

15号棟
ｺ2F

11号棟
ｺ2F

12号棟
ｺ2F

13号棟
ｺ2F

ｺ2F ｺ2F

3号棟
ｺ2F

4号棟
ｺ2F

8号棟
ｺ2F

7号棟
ｺ2F

汚水

汚水

汚水

仕切弁

汚水汚水汚水汚水

Co

Co

Co

AsCo

汚水

Co

As

As

As
As

浄化槽

消火栓

汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水

汚水

汚水 汚水 汚水 Co 汚水 汚水 汚水 汚水

汚水
汚水 汚水Co Co

滑り台

ブランコ

砂場

Co

休憩広場

仕切弁

水飲み場

電柱

電柱電柱

電柱

電柱

電柱
電柱

電柱

標識

電柱

電柱

外灯

電柱電柱

電柱

電柱

外灯

電柱
電柱

電柱

電柱

外灯

電柱
電柱

電柱
電柱 電柱 電柱

外灯

汚水汚水汚水汚水汚水汚水汚水

Co

Co

Co

Co

Co

Co

Co

道路

道路

道路 道路
As

As

As

As

ﾌｨｶｽｱﾙﾃｼﾏ

県道 白浜南風見線

仕切弁

至 後港川

至 大原港

ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ

第5期工区
(A棟・B棟)

(C棟・D棟)
第3期工区

(E棟・F棟)
(G棟・H棟)

(Ｉ棟)

(Ｊ棟) (K棟・L棟)

(Ｍ棟)

竹富町立大原中学校

既設高木伐採リスト図

6.50

6.50

6.50

4.60

8.00

3.00

4.00

8.00

8.00

8.00

4.00

7.00

8.00

4.00

10.00

8.00

8.00

6.50

6.50

80.00

70.00

80.00

425.00

233.00

300.00

150.00

178.00

125.00

70.00

88.00

90.00

4.00×2

160.00

100.00

300.00

75.00

80.00

Ａ　- 016

S=1: 600

枝ぶり(m)

6.50

20.00

5.00

6.00

6.00

16.00

6.50

6.50

3.00

4.00

9.00

3.00

10.00

10.00

8.50

6.50

6.50

2.60

2.60

54.00

1号棟
ｺ2F

ｺ2F

2号棟
ｺ2F

ｺ2F
10号棟

5号棟 6号棟

9号棟
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線
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図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)
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R
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G
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R
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4
0
0
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4
0
0

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

575 8001,475 9151,935 575800 1,475915 1,935

2,850 2,850 2,850 2,850

S=1:100Ｒ階梁伏図
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1
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9
0
0

1
,
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1
,
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1
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3
0
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1
,
4
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4
0
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1
,
4
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0

400 400

1
,
8
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1
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1
,
8
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1
,
9
5
0

2G2

2
G
1

2G2 2G2 2G2
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2
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2
G
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0
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,
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G
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G
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G
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G
2

2
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1
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OPEN OPEN

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

300 1,800 3001,800

1,000 1,745 1,745 1,000105 105

425 1,900 525 220 1,900 730 730 1,900 220 525 1,900 425

2,850 2,850 2,850 2,850

S=1:100２階梁伏図

符 号

位 置

梁リスト S=1:60

上端筋

下端筋

STP

腹 筋

BxD

断 面

基礎リスト S=1:60

全断面

２Ｇ１

210×500

4-D19

3-D19

2-D10＠200

5
0
0

210

全断面

２Ｇ２

210×500

2-D10＠200

2-D19

2-D19

5
0
0

210

全断面

ＲＧ１

2-D10＠200

2-D19

2-D19

240×500

5
0
0

240

全断面

ＲＧ２

210×500

2-D10＠200

2-D19

2-D19

5
0
0

210

60

符 号

断 面

壁  厚

タテ筋

ヨコ筋

タテ筋

ヨコ筋

斜メ筋

開
口
補
強
筋

ｱ)150（ブロック）

2-D13

2-D13

D10＠400(Ｓ)

D10＠400(Ｓ)

タテ筋

ヨコ筋

CB15・CB10

タテ筋

２階部：1-D13
１階部：1-D16

壁の交差部
及び端部の配筋

300

1,700

1-D13

D10＠200

D10＠200
D13＠300

D10＠400

D10＠200
D13＠150

2-D13

1-D13

5
5
0

5
0

1
5
0

100

S=1:40玄関庇配筋図

D13＠150
D10＠200

D10＠400
D13＠300

2-D13

D13＠100
1-D13

1-D13

2
5
0

6
5
0

D10＠200

D13＠200
D13＠200

1
8
0

1
2
0

800

1-D13

550

250 300

100 350 100

2
5
0

5
0
0

1
5
0

1
5
0

3
5
0

S=1:40プランター配筋図

S=1:40庇配筋図

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

1,425 1,425 1,425 1,4251,275 1,275

Y1
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3
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1
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1
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9
3
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9
1
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3
,
7
5
0

2
,
8
5
0

6
,
6
0
0

Y4

600 975 600975

F
G
1

F
G
1

F
G
1

F
G
1

F
G
1

F
G
1

F
G
1

F
G
1

FG1

FG1

FG1 FG1 FG1 FG1

FG1 FG1

FG1 FG1 FG1

FG1

FG2

F
G
2

F
G
2

FG2

F
G
2

FG2

FG2

F
G
2

1,025 1,825 1,825 1,0251,275 1,575 1,575 1,275

F
G
1

F
G
1

1
,
9
5
0

9
0
0

9
7
5

9
7
5

3
,
7
5
0

2,850 2,850 2,850 2,850

部分は土間コン、t=100 配筋：D10＠200を示す。

S=1:100基礎伏図

7
0
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5
0
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5
0

4
5
0

2
0
0

1
5
0

250175 175

600

主筋(上)：2-D16

主筋(下)：2-D16

STP：2-D10＠200

腹筋：2-D13

巾止め筋：D10-＠600

FG1

D13

D13＠200

STP：2-D10＠200

FG2

250

▽ＧＬ

1
4
0

5
0
0

5
0

2
0
0

1
5
0

▽ＧＬ

1
4
0

主筋(上)：2-D13

主筋(下)：2-D13

床伏図・部材リスト・配筋図

壁リスト S=1:

S=1: 100

017Ｓ　-
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S=1:100X3 軸組図
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X1・X5 (+1,425） 軸組図 S=1:100

Y4 Y3 Y2

900 1,950

Y4 Y3 Y2

900 1,950

CB15

CB15 CB15

RG1

2G2

FG1 FG2 FG2

RG1 RG2

2G1

FG1

CB15 CB15

CB15 CB15

FG1

2G2

RG2

CB15

CB15

CB15

CB15

6
5
0

1,3002,800 175 225150 150

2,050125

1,850100 100

5
0
0

2
5
01
5
08
0
0

6
0

1
,
0
5
0

2
9
0
5
0
0

7
0
0

1
9
0

8
0
0

1
7
0

1
,
0
5
0

5
0
0
9
0

1
8
0

1,3002,800 175150 175 2,000 150

5
0
0
1
9
0

2
,
2
0
0

3
8
0

1
2
0

117 800 150

5
0
0

3
1
0

1
,
9
0
0

5
6
0

1
2
0

1
9
0

2
,
2
0
0

3
8
0

1
2
0

1
4
0

800 203 780 103150

7
0
0

2
,
0
2
0

5
0
0

2
,
0
0
0

2
9
0
5
0
0

7
0
0

2
,
0
2
0

5
0
0
1
5
0

1
,
8
5
0

2
9
0
5
0
0

1
8
0

1
8
0

1
9
0

1
9
0

2
,
2
0
0

2
,
2
0
0

9
0

1
9
0

2
,
2
0
0

5
0
0

1
4
0
1
9
0

750 150 760 150 890 2,775 675150 150

750 150 1,800 150 1,600 200 1,790 160150

150 150

7
0
0

1
9
0

2
,
2
0
0

5
0
0
9
0

2
,
2
0
0

5
0
0

1,800 150 3,600150 150

1,800 150 3,600150 150

CB10 CB10

軸組図１

S=1: 100

018Ｓ　-



設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)
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設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

大富団地解体工事（建築)
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一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地
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資格者氏名
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摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称
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・　上記以外

ものとする。

※　電子媒体（電子納品運用ガイドライン（案）「営繕事業編」による。）

１９．

工事用電力、水その他１２．

※電子納品運用ガイドライン（案）「営繕事業編」によるほか、監督職員の指示

係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理すること。

環 境 へ の 配 慮

構内につくることが（※できる　　・できない）

への緒手続き等に要する費用は請負者の負担とする。

※本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物に

・本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関

工 事 用 仮 設 物１１．

・　既存完成図（ＣＡＤデータ）の修正を行なう。

　収録内容の確認を受けた後に、センター発行の確認証とともに提出すること。

電子納品により提出するCD-ROMに格納し、監督員の指示による。

・ＣＤ－ＲＯＭ　２部　　

請負者は、工事が完成したときは下記のものを作成し、監督職員に提出する。

による。

１）完成図

　なお、ＣＤ－ＲＯＭについては,（財）沖縄県建設技術センターにおいて、

５節・再資源化

工事場所

設　　計 製　　図

発注機関

所　在　地

図面番号

下記の項目については再資源化を行なうものとする。

設

計

者

摘　　要

名　　　称

ａ）機械設備は、次の１）から６）に分別解体する。

資格者氏名
管理建築士

縮　　尺

検　　印

工事年度工事名称

解体手順は、次の１）から６）による。但し、解体施工の技術上これより難しい場合は手順を

３節　建築物の解体手順

２）内・外装材

変更し監督員に報告する。

及び国土交通省建設リサイクルガイドラインを尊守し、施工を行なう。

登 録 番 号

１－２　用語の定義

１－１　適用範囲

建築解体工事共通仕様書（平成１８年度）、関連法規（建設リサイクル法、廃棄物処理法、利源有効利用促進法等）

２－２　事前措置

１）建築設備

１節　一般事項

ｂ）建築物の解体に先立ち各種の供給が停止している事を確認する。尚、ケーブル等の切断は次の１）２）

ａ）特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画

１）　切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録に残し監督員に提出する。

３）　「転倒解体」とは、壁、柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒させ解体する行為をいう。

による。

ｂ）建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除をおこなう。

２）新たに配管、配線等の切回しが必要となる場合は、監督員と協議する。

２）　施工計画、処理方法

回収計画を定め施工計画書に記載する。

３）　上記　1）　2）をまとめて報告書作成

２－１　施工調査

１）　設計図書と現場との整合性を調査

５）「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控えとなっていた他の架橋や壁等から切り離した状態をいう。

２節　調査・事前措置

２）　「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカ等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

４）「部材解体」とは、カッター又はワイヤーソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の部材が組み合った

1）　「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に関わる廃棄物をその処理形態に応じて分別し、当該建築物を

解体施工に関わる施工調査は、特別管理処理、再使用、再資源化等に分類し、調査を行なう

計画的に解体する行為をいう。

４）基礎・杭その他

本仕様書において用いる用語の意味は、次の通りとする。

６）地下埋設物、埋設配管

５）構内舗装等

１）蛍光ランプ・ＨＩＤランプ

４節・建築設備

３ ） 機 器 類

３ ） 躯 体

２ ） 小 形 二 次 電 池

６）電線・ケーブル

４ ） 断 熱 材

ｃ）落下するおそれのある付属物は撤去する。

請負者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データーを監督員に提出しなければならない。

５）配管類

図面名称

「再生資源関係書類終了確認証」を発行しますので、請負者は、監督員からこれを受領して、完成検査時、検査官に提示しなければならない。

実施しなければならない。

再生資源利用実施書・同利用促進実施書

監督員に提出された上記の書類は、監督員より（財）沖縄県建設技術センターへ提出された後、技術センターから監督員あてに、

ゆいくる材出荷量照明書

請負者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。

　Ω以下 ＥＢ（１４φ）×３連-組

ＥLL

Ω以下

10Ω以下 ＥＢ（１４φ）×３連-2組

９．暴力団員等による不当介入の排除対策

なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行なうなど、厳正に対処するものとする。
の排除手続きに関する合意書」（平成19年7月24日）に基づき次に揚げる事項を厳守しなければならない。

い等により使用できない場合は、新材を使用すること。

ゆいくる材の利用

使用できる。

建設廃棄物の搬出

とともに所轄の警察署に被害届を提出すること。

3）排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は速やかに監督員と

 9 ． 本工事に標準仕様書第1編1.2.3でいう電気保安技術者をおき電気工作物の保安業務を行なう。

※　「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省告示第247号」に基づいき、指定された排出ガス対策型建設機械をし使用する。

2）暴力団員等から不当な要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告する

ゆいくる材利用状況報告書

３）ゆいくる材に関する資料

ＥL ＥＢ（１４φ）×３連-2組

ＥT

10Ω以下

転圧完了後の現場簡易試験を監督員等の立会のもと

請負人は、当該工事の施工に当って「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入

1）暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告する

ゆいくる材の品質管理

工事に使用するリサイクル資材は原則「ゆいくる材」とする。

※　「低騒音型・低騒音型建設機械の指定に関する規定（平成9年建設省告示第1536号」に基づいき、指定された建設機械をし使用する。

６．本工事の設計時期

請負者は、工事請負金額500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に（財）沖縄県建設技術センターあてに

「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も、「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。また、ゆいくる材の在庫がな

とともに所轄の警察署に届けでを行ない、捜査上必要な協力を行なうこと。

工程に関する協議を行なうこと。

いないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。

　・　　要　　・　不要

再資源化に要する費用の変更は行なわない。

請負者は、工事で発生した建設廃棄物について、原則としてゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいてく材の認定を受けて

２０．

運搬費と処分費（平日受け入れ費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って正当な理由がある場合を除き

ゆいくる材の品再の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに、「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行なうこと。

請負者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し

施工中の安全確保

材 料 の 品 質 等

通 信 用 備

ＥCT

１０Ω以下ＥAT

及び環境保全

1５．

本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前述に掲げる施設のうち、受け入れ条件の合う中から、

測 定 用

低 圧 避 雷 器

交 換 機 用

雷 保 護 設 備

Ｅ0

ＥＢ（１４φ）×３連-2組

通 信 用

ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を

・　アスベストを含有してないこと。

電 気 保 安 技 術 者

ＥＢ（１０φ）×１（L=1.500）

ＥＢ（１０φ）×１（L=1.500）100Ω以下

７）その他機械設備

１）蛍光ランプ・ＨＩＤランプ

２ ） 小 形 二 次 電 池

３ ） 機器 ・ 配管 等の 金 属類

４）電線・ケーブル

事務所

所在地

氏　名

・樹脂製　　・黄銅ＷＢ製　　・ステンレス製　・新金属製

・工事完成後、監督職員の指示により下記の試験成績表及び測定表を提出する。

フ ラ ッ シ ュ プ レ ー ト

３６．

　・構造　・性能　・動作　・耐電圧　・絶縁抵抗　・接地抵抗　・照度測定表

プレートの用途別表示

３２．

３１．

３３．

３４．
・ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ及び器具を実装しないﾌﾟﾚｰﾄには、略表などを用いて用途を明示する。

３５．

接 地 極

・監督職員の指示による。

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

色 彩 等 の 指 示

・ 　　　　一式

高圧　　・ 三相３線式　　・ ６.６ＫＶ　６０Ｈｚ

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ ・ 　　　　一式

・従量電灯 　　・低圧電力　　　　 ・業務用電力

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

　　　　・ 単相３線式　　・ ２００／１００Ｖ　６０Ｈｚ

計

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

情 報 表 示 設 備

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

用　途　区　分

・ 　　　　一式

・

・

・

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・

・ 　　　　一式

・

・

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・

・

・

・ ・ 　　　　一式

映 像 音 響 設 備

・高圧電力（・甲 　・乙） 　　　　・その他

５．設備概要（　印のものが該当する）

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

　　　　・ 直流２線式　　・ １００Ｖ

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

低圧　　・ 三相３線式　　・ ２００Ｖ　６０Ｈｚ

・ ・ 　　　　一式

・

　　　　・ 単相２線式　　・ ２００Ｖ・１００Ｖ　６０Ｈｚ

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式・

・ 　　　　一式

建設省経事発第２２号）に基づき、工事着工時に再生資源利用計画書及び再生資源

※設ける（　　号・・・建築標準仕様書による）　・　設けない。

発 生 材 の 処 理 等１４．

１６．足 場 ・ さ ん 橋 類

１０．監 督 職 員 事 務 所

　・産業廃棄物処分場に搬出処理　　距離　　Ｋｍ

　（１）引渡しを要するもの　・無　　・有（　　　　　　　　　　）

残 土 処 分

　・構内の指示場所に集積

２）発生材の処理は次による。

建設リサイクルガイドライン（平成１０年８月４日付け建設省技調発第１６７号、

利用促進計画書を、また、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）監督

員に提出するものとする

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（建築設備編）」

電線管は図示によるほか下記による。

（３）屋外露出　　　　　・ＨＩＶＥ　　・厚鋼電線管　・ＶＥ

　　コンクリート埋設　・ＣＤ管　　・ＰＦ管（一重管）

（５）可とう電線管　　　・二種金属製可とう電線管

（１）屋内露出　　　　　・ねじなし電線管　　・薄鋼電線管　　・ＶＥ

建物への配線引込部の耐震処理（※ＦＥＰ方式　・地中箱方式）

（４）土中　　　　　　　・ＦＥＰ管　　・ＨＩＶＥ　　・ＶＥ

（２）屋内いんぺい　　　・ＰＦ管（一重管）

によるほか監督職員の指示による。

・根切り土の中の良質土

１７．工 事 写 真

電 線 管２１．

１８．埋 め 戻 し 、 盛 土

１３．

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

　　３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基

　　２）調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実

・ 　　　　一式・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

１）再生資源利用（促進）計画書の提出

　　　　いる現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

・構内の指示場所に敷きならし　　・構外搬出適切処理

・

８．公共事業労務費調査に対する協力

　　　　し提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、

・ 　　　　一式

機器については、ＰＣＢ管理台帳を監督職員に提出する。
　　ＰＣＢ使用機器は、関係法令等に従い適切に処理する。また、撤去したＰＣＢ

　　４）本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請け工事の受注者（当該下請工事

　　　　準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調査・保存する等、日頃より使用して

　　１）本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入

　（３）特別管理産業廃棄物　・無　　・有（・ＰＣＢ使用機器　・　　　　　　　　）

　１）本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正である場合は

７．県産資材の優先使用及びその他

同様とする。

・ 　　　　一式

　　　これを優先して使用する。

・ 　　　　一式

　　　　施に協力しなければならない。また、本工事経過後においても同様とする。

系 図 の 提 出

３．

以上になる工事は、施工体制台帳等を提出する。

一
般
共
通
事
項

章 特 記 事 項項　　　　目

３）火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入する。

２）建設労災補償共済に加入

設備機材は、設計図に定める品質及び性能を有することの照明資料又は「建築材料

・ 　　　　一式

（１）建設労災補償制度への加入証明書を契約後１ケ月以内に契約者に提出する。

（２）当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。

１

機材の品質・性能証明

１）建設退職金共済に加入（請負金額５００万以上の工事）

１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事

２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの

　　標準仕様書（電気設備工事編）（平成１９年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事工事標準

工 事 保 険 等

Ⅱ．工事仕様

工 事 名

Ⅰ．工事概要

（３）未加入下請業者に対して加入を指導する。

２．特記仕様

工 事 実 績 情 報 の 登 録

１．共通仕様

３）１）～２）以外の発生材の処理

　　（電気設備工事編）（平成１９年版）（以下「標準図」という）による。

２．

１．

　　工事仕様書を適用する。なお、機械設備工事の工事仕様書は（/）図、建築工事の工事仕様書は（/）図による。

　１）章及び項目は番号に　印の付いたものを適用する。

　　仕様書電気設備工事編（平成１９年版）」、（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図

　２）特記事項のうち選択する項目は　印の付いたものを適用する。但し　印のない場合は※印を適用する。

官 庁 署 へ の 手 続 き

作成：

主 任 技 術 者 等 の 資 格

・一般用電気工作物　　・事業用電気工作物　　　・自家用電気工作物

検 図 製 図

（イ）建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）

（１）建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後１ｹ月以内に契約者に提出する。

（保険期間は、原則として工事着工日から工期最終日＋１４日以上とする）

７．

施 工 体 制 台 帳 ・ 体

請負金額５００万円以上の工事については、工事実績情報を作成し、

（財）日本建設情報総合センターに登録する。

電 気 工 作 物 の 種 類

工事を施工するために、締結した下請契約の代金の総額が３，０００万

機 材 等

・機材は監督職員の承諾を受ける。

下記資格を証明する資料を監督員に提出する。

・別紙機器仕様書又はこれらと同等のものとする。（製品番号は参考で限定しない）５．

８．

６．

４．

４．工事種目（　印をつけたものを適用する）

電 気 契 約 種 別

電 気 方 式

１．

工　　　　事　　　　種　　　　目

工事種目

・

項　　　　　目

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

２

概　　　　　　　　　　　　　要

１

構 内 情 報 通 信 網 設 備

拡 声 設 備

・

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

建物別及び

　　　屋外

・ 　　　　一式

屋 外

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

・

中 央 監 視 制 御 設 備

構 内 通 信 線 路

・ 　　　　一式 ・ 　　　　一式

電 灯 設 備

３．

静 止 形 電 源 設 備

動 力 設 備

工 事 場 所

・ 　　　　一式

３．

・ 　　　　一式

・

建 物 概 要

・

２．

２．

・

１．

２）地中配線

・ 　　　　一式

階　数

雷 保 護 設 備

受 変 電 設 備

構 内 配 電 線 路

建 物 名 称

・ 　　　　一式

・ 　　　　一式

２

　　　　の一部に係る二次以降の下請人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければない。

・ 　　　　一式

構　造

火 災 報 知 設 備

・

延面積

１）別表－１による（配線は接続を含むものとする）ただし、図示されたものを除く。

最上階、屋上及び塔屋

試験成績表及び測定表

・ 　　　　一式

２４．

金 属 製 電 線 管 の 塗 装

２）各項目に必要な位置、大きさ、数量等は他工事の施工に支障をきたさないように

・

露出金属管のうち下記の部分は、塗装を施す。

図面及び共通仕様書に記載されていない場合は、ＳＵＳ３０４とする。

１．０／１．５／１．０

テレビ電波障害防除設備

　　速やかに明示し、監督職員と打ち合わせる。

図面に特記がある場合は、それによる。
溶融亜鉛めっき鋼材製のポール及びアームは塗装しない。ただし

最 上 階 の 埋 設 配 管

電 線 類

他 工 事 と の 取 り 合 い

１．０／１．５／１．０

２７．

位置ボックス（　・金属製　　・合成樹脂製）

・屋外　　・屋内（電気室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）

電 子 納 品 運 用 ガ イ ド

２．０／２．０／２．０

２９．

３０．

耐 震 施 工

最上階、屋上及び塔屋

完 成 図 及 び 保 全 に

設 置 場 所

関 す る 資 料

１．５／２．０／１．５

　・特定の施設

設 置 場 所

０．４／０．６／０．６

２８．

重要機器類は次のものを示す

（建設省住宅局建築指導課監修））による。

中間階床

地階及び１階床

１．５／２．０／１．５

　・配電盤　　　　・発電装置　　　　・交流無停電電源装置

　・一般の施設

０．６／１．０／１．０

２６．ス テ ン レ ス 鋼 材

１．０／１．５／１．０

最上階のコンクリート屋根スラブへの埋設配管は、原則として行わない。

１．０／１．０／１．５

０．６／１．０／０．６

地階及び１階床

　・直流電源装置　・交換機　　　　　・火災報知受信機

０．６／１．０／１．０

２）保全に関する資料

２５．

２２．

２３．

防振支持の機器／水槽類）に、機器の重量を乗じたものとする。

中間階床

なお設計用水平震力は、次に示す設計用水平震度（下表中、固定の機器／

１．５／１．５／１．５

位 置 ボ ッ ク ス

また、設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働く

　・中央監視装置　・その他（　　　　　　　　　　　）

１）設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針（１９９７年版）」

記号

JIS-X5150（UTP）に順じ、シースにJCS規格によるEMケーブルの耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝを用いたもの

重 要 機 器

鉛を含まない材料により構成されているものとし、次の記号、仕様による。
電線類の材料は図示によるほか下記による。ＥＭ電線等で規格などのないものは、ハロゲン及び

重 要 以 外

JIS-271（MVVS）に順じ、シースにJCS規格によるEMケーブルの耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝを用いたもの

・内部仮設足場等（・　　種　・　種）・外部仮設足場等（・　種　・　種）
・改修標準仕様書第１編2.2.1によるほか、下記による。

のある足場とし、改善措置機材による場合は手すりの行先専用足場型と同等の機能を確保するものとする

・山砂の類駐 車 場 管 制 設 備

最上階の定義は次による。

※枠組足場を設ける場合は、「手すり先行足場工法に関するガイドライン（厚生労働省平成１５年4月

・適用する　・適用しない

・本工事では設計図ＣＡＤデータを貸与するものとし、貸与されたＣＡＤデータを本工事における施工図
または完成図の作成のため以外には使用してはならない

ＣＡＤデータの著作者（　　　　　　　　　　　　）

策定）」により、設置については「手すり先行工法による足場の組立等の基準」による働きやすい安心感

6階以上の場合は最上階、7～9階の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層３階、13階以上の場合は上層

ライン（案）の適用

EM-UTP

EM-EBT EBT（電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ）に準じｼｰｽにJCS規格によるＥＭｹｰﾌﾞﾙの耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝを用いるもの

EM-MEES

EMケーブルの耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝを用いたもの
EM-CEES JIS-X4258　D（制御用ケーブル（遮へい付）に順じ絶縁材及びｼｰｽにJCS規格による

仕様

なお、当該手続きに係る費用は請負者の負担とする。

・　資格の区分１）

工事の着手、施工、完成にあたり、関係管公暑への必要な届出、手続き等を遅滞なく行なう

（ロ）資格の区分１）の（ロ）に揚げる者

（ロ）技術士法（昭和58年法律第25号）による第二試験のうち、技術部門を電気・電子部門又は建築部門
を合格した者

設備機材等品質性能評価事業」（（社）公共建築協会）による場合は評価書の写しを監督員に提出する。

のうち、１級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

　　　　印と※印のついた場合は、共に適用する。

（イ）技術検定のうち、１級又は２級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者

重 要 機 器

４階とする。

重 要 以 外

・本工事で設置とする。

発 電 設 備

誘 導 支 援 設 備

・　資格の区分２）

（注：延面積は建築基準法による表記）

・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。

　（２）再生資源化を図るもの　・無　・有（　　　　　　　　　　）

構 内 交 換 設 備

地上　階建（地下　階塔屋　階）

監 視 カ メ ラ 設 備

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 設 備

（ｍ ）

１０Ω以下

地上　階建（地下　階塔屋　階）

地上　階建（地下　階塔屋　階）

Ａ 種 接 地 ＥＡ

Ω以下ＥA、Ｃ、Ｄ

Ｂ 種 接 地

共 同 設 置

接地極

Ω以下 ＥＢ（１４φ）×３連-組

100Ω以下

ＥＣ

Ω以下

ＥＢ（10φ）×１（L=1500ｍｍ）

高 圧 避 雷 器

ＥA、Ｄ

接地抵抗値記号

ＥＢ（１４φ）×３連-２組

共 同 設 置

接地極の種類 接地極 記号

ＥＢ（１４φ）×３連-２組

接地抵抗値

Ｄ 種 接 地

ＥＢ（１４φ）×３連-組

接地極の種類

ＥＢ（１４φ）×３連-組

Ｃ 種 接 地

Ω以下

Ω以下

ＥＢ（１４φ）×３連-組

１０Ω以下ＥＬＨ

ＥＢ

ＥＤ

図面に特記なき場合の接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ（１４φ）の長さは
１５００ｍｍ以上とし、１０φ、１４φはＷ=４０としよい。

※電子化する費用は共通費に含まれるものとする電 子 納 品 業 務

作成している。

竹富町まちづくり課

撤 去 工 事  ・　　　一式  ・　　　一式 ・　　　一式 ・　　　一式 ・　　　一式

令和７年度

大富団地解体工事

竹富町字南風見仲地内

竹富町字南風見仲地内

代表者　朝吹　一郎

一級建築士 第114962号

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

解体工事特記仕様書

㈲朝吹設計事務所

大富団地解体工事（建築)

大富団地解体工事に適用する。

本工事設計書は令和7年 4月時点での建築工事積算基準及び労務単価、資材単価等に基づいて
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設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

S=1:50

大富団地解体工事（建築)

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

ホール押入

食堂

台所

靴
箱

ホール 押入

食堂

台所

靴
箱

Y1

Y2

6
,
6
0
0

3
,
7
5
0

2
,
8
5
0

11,400

X1 X2 X3 X4 X5

2,850 2,850 2,850 2,850

Y1

Y2

6
,
6
0
0

Y4 Y4

Y1
,

Y3

1
,
9
5
0

3
,
7
5
0

9
0
0

押入

押入 押入

ベランダ

押入

押入押入

ベランダ

プラントＢＯＸ プラントＢＯＸ

雨
戸
置
場

雨
戸
置
場

ＫＥ　-　

和室

洗濯室

和室

洗濯室

浴室浴室
便所 便所

和室1

和室2 和室2

和室1

廊下廊下

玄関 玄関

S=1: S=1:２階平面図１階平面図 50 50

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｆ Ｆ

Ｃ

Ｃ Ｃ

Ｃ

開閉器盤

保安器盤

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
ＧＧ

Ｆ

記号

Ａ

Ｂ 蛍光灯直付型器具

Ｃ

Ｄ レセプタクル型器具

Ｅ

Ｆ

Ｇ

白熱灯埋込型器具

白熱灯直付型器具

ラ ンプ 容 量 合 計 備 考

再 使 用無 し

再 使 用無 し

数 量

ＦＬ３０Ｗ×２ ２

ＦＬ２０Ｗ×１ ２

ＩＬ６０Ｗ×1 ６

ＩＬ４０Ｗ×1 ２

合計

ＩＬ４０Ｗ×1 ２

ＩＬ４０Ｗ×1 ４

ラ ン プ 重 量

ランプ本数
ランプ総数

ランプ／１台当 １本当重量

ラ ン プ 重 量 （ ｋ ｇ ）

蛍光ランプ

２

合計

２

１ ２

１ ６

１ ２

１ ２

１

１ ４

２

再 使 用無 し

再 使 用無 し

再 使 用無 し

再 使 用無 し

再 使 用無 し

再 使 用 無

２ＩＬ４０Ｗ×1白熱灯直付型器具防水

0.3

撤去照明器 具一覧表

品 番 ／品 名 器 具 重 量

1.0

0.3

1.2 2.4

0.6

0.6

0.2

白熱ランプ

0.136

0.112

0.04

0.03

0.03

0.03

0.03

0.272

0.224

0.24

0.06

0.06

0.06

0.496

ELB3P30/30A

MCB2P30/20A×4

電 灯 分 電 盤

3

1 2

4

Ｎ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ １φ３Ｗ

２００／１００Ｖ

60A/60A
MCB3P

引 込 開 閉 器 盤

ＳＵＳ

（屋外型ステンレス製　　　ｋｇ）8.50

電 話 保 安 器 盤 １０Ｐ

N P O

２０
１３５３００

２
４

４
２

０

（ステンレス製　　　ｋｇ）
（盤サイズ：300×420×135　）

9.0

2.0

1.8

0.4

0.6

2.4

1.2

10.8

蛍光灯直付型器具

白熱灯吊下型器具

0.12

0.54

電 気 設 備 平 面 図

２



３節　建築物の解体手順

解体手順は、次の１）から６）による。但し、解体施工の技術上これより難しい場合は手順を

変更し監督員に報告する。

１）建築設備

２）内・外装材

１－２　用語の定義

及び国土交通省建設リサイクルガイドラインを尊守し、施工を行なう。

建築解体工事共通仕様書（平成１８年度）、関連法規（建設リサイクル法、廃棄物処理法、利源有効利用促進法等）

１－１　適用範囲

１節　一般事項

２－２　事前措置

ａ）特別管理産業廃棄物がある場合は、特別管理産業廃棄物の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画

回収計画を定め施工計画書に記載する。

ｂ）建築物の解体に先立ち各種の供給が停止している事を確認する。尚、ケーブル等の切断は次の１）２）

による。

１）　切断は、躯体に支障がない位置で適切に行い、切断位置は記録に残し監督員に提出する。

２）新たに配管、配線等の切回しが必要となる場合は、監督員と協議する。

ｃ）落下するおそれのある付属物は撤去する。

ｂ）建築物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は駆除をおこなう。

３）　上記　1）　2）をまとめて報告書作成

２）　施工計画、処理方法

１）　設計図書と現場との整合性を調査

解体施工に関わる施工調査は、特別管理処理、再使用、再資源化等に分類し、調査を行なう

２－１　施工調査

２節　調査・事前措置

５）「自立解体」とは、対象となる柱又は壁等が、控えとなっていた他の架橋や壁等から切り離した状態をいう。

４）「部材解体」とは、カッター又はワイヤーソー等により、躯体を部材ごと、又は柱と梁等の部材が組み合った

３）　「転倒解体」とは、壁、柱等の転倒方向を定め脚部の一部を破壊し、所定の方向に転倒させ解体する行為をいう。

２）　「破壊解体」とは、圧砕機又はブレーカ等により、躯体を破砕して解体する行為をいう。

計画的に解体する行為をいう。

1）　「分別解体」とは、建築物等に用いられた建設資材に関わる廃棄物をその処理形態に応じて分別し、当該建築物を

本仕様書において用いる用語の意味は、次の通りとする。

解体工事特記仕様書

製　　図

工事場所

所　在　地

登 録 番 号

発注機関

図面番号
摘　　要

設

計

者

名　　　称
管理建築士 設　　計

資格者氏名

検　　印

縮　　尺

工事年度

図面名称

工事名称

　　２４日通商産業省告示１３９号）の規定に適合するフルオロカーボン

 ３  ．

　　もの）は、高圧ガス保安法に従い適正に取り扱う。

支 持 金 物 等

４）監督職員に次の書類の写しを提出すること。

 ２ ．

５  ．

　　（２）フロンガス類回収量の記録　　

２）監督職員に次の書類の写しを提出すること。

　　（２）フロン破壊数量の記録　　

　　（１）第１種フロン類回収業者登録書

ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。

　　（１）フロン類破壊業者許可書　

ことが不可能な状態にすること。

2

撤
去
工
事

保温材は、配管・ダクト等より分離する。

１）冷媒の抜き取りは、フロン回収破壊法に基づき登録された第１種

冷 媒

 １ ．

(フロン系の回収)

　　フロン類回収業者により行う。

 ４  ．

２）冷媒の抜き取りは、高圧ガス保安法施行令関係告示（平成９年３月

(フロン系の破壊)

３）フルオロカーボン回収装置から取り出した容器（冷媒が充填されている

保 温 材

　　回収装置及び付属品により行う。

冷 媒

撤去された冷凍機は、冷凍機本体の主要な部分を穿孔するなどし再使用する冷 凍 機 の 処 理

１）冷媒の破壊処理は、フロン回収破壊法に基づき許可されたフロン

　　類破壊業者により行う。

冷凍機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、以下による。

37． ボ ルト ・ナ ット 及び ビス は、 座 金を 介し て取 り付 ける。そ の 他 （ ただ し機 器等 で 現場 に搬 入さ れる 前に 取り 付け られ たも のを 抜く ）

36． 建 設 廃 棄 物

35． 建 設 視 資 材

34．
※「 建築 工事 安全 施 工技 術指 針」 及び 「建 設工 事公衆災 害防 止対 策要 網

ゆ いく る材 利用 状況 報告 書 ゆ いく る材出荷 量照 明書

請 負者 は、 完成 通 知書 の添 付書 類と して 以下 の書 類及 び電 子デ ータ ーを 監 督員 に提 出し なけ れば なら ない 。

施工の安全確保

（２）屋内いんぺい　　　・ＰＦ管（一重管）
　　　コンクリート埋設　・ＣＤ管　　・ＰＦ管（一重管）

（５）可とう電線管　　　・二種金属製可とう電線管

電線管及び電線は図示によるほか下記による。

（３）屋外露出　　　　　・ＨＩＶＥ　・厚鋼電線管

に よる 。

・　 ＣＤ －Ｒ ＯＭ 　２ 部　 　

１ ）完 成図

再 生資 源利 用実 施書 ・同 利 用促 進実 施書

監督 員 に提 出さ れた 上記 の書 類は 、監 督員 より （財）沖 縄 県建 設技 術セ ンタ ーへ 提出 され た後 、技 術セ ンタ ーか ら 監督 員あ てに 、

「 再生 資源 関係 書類 終 了確 認証 」を 発行 しま すの で、請負 者は 、監 督員 から こ れを 受領 して 、完 成検 査時 、検 査官 に提 示し なけ れ ばな らな い。

請 負者 は、 工事 が完 成し たと きは 下記 のも のを 作 成し、監 督職 員に 提出 する 。

※ 電子 納品 運用 ガイ ドラ イン （ 案） 「営 繕事 業編 」に よる ほか 、監 督職 員の 指示

32．

関 す る 資 料

完成図及び保全に

31．
・適 用す る　 ・ 適用 しな い
・本 工事 では 設計 図 ＣＡ Ｄデ ータ を貸 与す るも のと し、 貸与 され たＣ Ａ Ｄデ ータ を本 工事 にお ける 施工 図ライン（案）の適用

電子納品運用ガイド

（１）機器の設計用水平地震力は、機器の重量（自由表面を有する水槽その他
の施工方法による。

　機器／防振支持の機器／水槽類）を乗じたものとする。

・機器、配管、ダクト等は耐震を考慮し堅個に据え付け、取付又は支持を行う。

３ ）ゆ いく る材 に関 する 図 書

　 建築 工 事編 」に より 、施 工の 安全 確保 を図 ること。

・ 　既 存 完成 図（ ＣＡ Ｄデ ータ ）の 修正 を行 なう。

　の貯層にあっては有効重量）に、次に示す設計用標準震度（下表中、固定の

７）上記の3)4)5)6)において溶融亜鉛めっき仕上げとされたものはｽﾃﾝﾚｽ鋼製に換えてもよい

2）屋外及び多湿箇所に使用する伸縮継手、防振継手、フレキシブルジョイント

塗 装

課監修）による。但し施工方法について図面において明示されている場合はそ

耐 震 施 工

5）屋内に使用する吊り金物、支持金物、ボルトナット、座金等は

4）屋外及び多湿箇所に使用する吊り金物、支持金物、ボルトナット、座金等は

　共仕第２編３．２．１による。
・見えがかり部分は塗装を施すこと。（露出部分全て塗装）

て「建築設備耐震設計・施工指針（１９９７年版）」（建設省住宅局建設指導

耐震措置の計算及び施工方法は、つぎに掲げる（１）及び（２）を除き、すべ

（７）ケーブル　　　　　・ＥＭケーブル　　・ＣＶケーブル
（６）電線　　　　　　　・ＥＭ電線　　・ビニル絶縁電線

機器接続部の絶縁処置は　・要（・図示　・　　　　　　　　　）・不要

　　 速や かに 明示 し、 監督 職員 と 打ち 合わ せる 。

（４）土中　　　　　　　・ＦＥＰ管　・ＨＩＶＥ　・ＶＥ

　においても耐震を考慮し、据付け又は取付を行うものとする。

他工事との取り合い

・重要機器は次のものを示す。

上層階とは2～6階建の場合は最上階7～9階建の場合は上層２階10から12階建の場合は上層3階13階建以上

の場合は上層４階中間階とは地下階1階を除く各階で上層階に該当しないもの

２ ）各 項 目に 必要 な位 置、 大き さ、 数量 等は 他工 事の 施工 に支 障 をき たさ ない よう

　・火を使用する設備　　　　・避難経路上に設置する機器

　・熱源機器　・防災設備　　・監視制御設備　・危険物貯蔵装置

１） 別表 －２ によ る （配 線は 接続 を含 むも のと する ）た だし 、図 示さ れた も のを 除く 。

（１）屋内露出　　　　　・ねじなし電線管　・薄鋼電線管　　・ＶＥ

（２）機器の設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

　・給水装置　・排水装置　　・換気機器　　　・空調機器

（３）１００Ｋｇ以下の軽量な機器（共通仕様書の適用を受けるものは除く）

食 処 置

1.0/1.0/1.5

　　テープ１／２重ね１巻きとする。なお、モルタルの埋め戻しは機械共仕第２

2.0/2.0/2.0

保温外装材及び防25．

　（・鋼製（溶融亜鉛めっき）　・ステンレス鋼製）とする。

　　等のフランジは（・鋼製（溶融亜鉛めっき）　・ステンレス鋼製）とする。

　（・鋼製（溶融亜鉛めっき）　・ステンレス鋼製）とする。

3）屋内に使用する伸縮継手、防振継手、フレキシブルジョイント等のフランジは

　（・鋼製（溶融亜鉛めっき）　・ステンレス鋼製）とする。

　　編４．５．１の左官工事による

重 要 機 器

最上階､屋上及び塔屋

地階及び１階床

重 要 以 外

1.5/1.5/1.5

絶 縁 処 理

重 要 以 外

0.4/0.6/0.6

中間階床

設置場所

最上階､屋上及び塔屋 1.0/1.5/1.0

28．

29． 電線管及び電線

・一般の施設

設置場所

26．

27．

1）表面が金属である管を直接コンクリート内に埋設する場合はプラスティック

８）屋外機は耐塩処理（県内工場）を施す。

6）溶融亜鉛めっきされた材料の加工（切断、切削、溶接等）は禁止する。

・特定の施設

1.0/1.5/1.0中間階床

1.5/2.0/1.5

0.6/1.0/1.0

重 要 機 器

地階及び１階床 0.6/1.0/1.0

1.0/1.5/1.0 0.6/1.0/0.6

1.5/2.0/1.5

環 境 へ の 配 慮

24

・冷凍機　　・空調機　　・ポンプ　　・送風機

ゆ いく る材 の品 質管 理

ゆ いく る材 の品 再の 品質 管理 にあ たっ ては 、「 標準 仕 様書 」等 のほ かに 、「 ゆい くる 材品 質管 理要 領」 に 基づ いて 行な うこ と。

ＣＡＤデータの著作者（　　　　　　　　　　　　）ま たは 完 成図 の作 成の ため 以外 には 使用 して はな らな い

21．

工事 に使 用 する リサ イク ル資 材は 原則 「ゆ いく る材 」と する 。 ゆい くる 材 がな い離 島等 での 工事 の場 合は 、ゆ いく る材 以外 の再 生 資材 を
23．

埋め戻し、盛土

材 料 の 品 質 等

21． 案 内 板

使用 でき る 。

・騒　　音

樹脂製等の案内板を設ける。

ゆ い くる 材の 利用

主 機械 室に 機器 等の 取り 扱い 方法 、点 検 項目 及び 系統 図等 を記 載し たア クリ ル

（電圧・電流・圧力値等）

・冷却塔　　・吹出口　　・吸込口

・水　量

測 定 表

総 合 調 整 及 び

・空気温湿度

・流量計の設けられている箇所

・空調される部屋　・換気される部屋　・外気　・吹出口

・初期運転状態の記録

・冷凍機　　・空調機　　・ポンプ　　・送風機

建設大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方（建築設備編）」

方法その他については監督職員の指示によるものとする。

総 合 調 整 項 目

工 事 写 真

総合調整（測定及び記録を含む）は下表により測定して、測定表を提出する。

・風　量 ・吹出口　・吸込口　・風量測定口のある箇所

測 定 又 は 記 録 の 箇 所

ゆ いく る材 以外 の再 生資 材を 使用 す る場 合も 、「 ゆい くる 材品 質管 理要 領」 に準 じて 品 質管 理を 実施 する こと 。ま た、 ゆい くる 材の 在庫 がな

17．

２）発生材の処理は次による。

１）再生資源利用（促進）計画書の提出

足場・さん橋類18．

い 等に より 使 用で きな い場 合は 、新 材を 使用 する こと 。

によるほか監督職員の指示による。

20．

利用促進計画書を、また、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を

16．

19．

・気流及びじんあい

・空調される部屋　・換気される部屋　・外気　・吹出口

　（１）引渡しを要するもの　　　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　）

・構内の指示場所に敷きならし　・構外搬出適切処理

監督員に提出するものとする。

施工中の安全確保

及び環境保全

　（２）再生資源の利用を図るもの　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　）

　　施工図は監督職員の指示する時期に提出する

　（３）特別管理産業廃棄物　　　　・無　　・有（　　　　　　　　　　　　）
引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。
※ 本工 事に より 発生 する 建設 廃棄 物の うち 、県 内 の最 終処 分場 に搬 入す る産 業廃 棄物 は、 産業 廃棄 物の 処 理に

12．

監督職員事務所

　するものとする。

工 事 用 仮 設 物 構内につくることが（※できる　　・できない）

　　総合図とは施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整検討するため、全部位

係 る税 （沖 縄県 産業 廃棄 物税 ）が 課税 され るの で 適正 に処 理す るこ と。

　なお、施工図等の著作権に係る当該建物に限る使用権は、発注者に移譲

　　の平面図、必要な部位の断面図、展開図上に各工事の必要な内容を記載した

14．

15．

建設リサイクルガイドライン（平成１０年８月４日付け建設省技調発第１６７号、

発生材の処理等

残 土 処 分

建設省経事発第２２号）に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源

給水方式

衛
　
生
　
設
　
備

中

水

道

設

備

13． 工事用電力、水

・汚水　・雑排水　・井戸　・雨水　・厨房排水

・屋内消火栓　・スプリンクラ－　・二酸化炭素消火　・泡消火　・粉末消火

・飲料水と雑用水[・タンク（・同系統 ・別系統）・配管（・同系統 ・別系統）]

種　　類

・高置タンク方式　　・加圧給水方式

１）主要機材の製作図及び施工計画書の提出は原則として、契約後３０日以内

計 画 書 の 提 出

・本工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む）、

機材検査に伴う

11 ．

水及び諸手続きなどの費用は、全て請負者の負担とするそ の 他

　　図面である。

施工図等及び施工

２）総合図　※作成し監督職員の確認を受ける。・作成しない。

技 能 士 の 適 用

評価書の写しを監督委員に提出する。

　・要（・電気主任技術者　・監督職員が承諾した者）

 ８  ． 　・冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）

項 目

工事実績情報を作成し（財）日本建設情報総合センターに登録する。

特 記 事 項

（３）未加入下請業者に対して加入を指導する。
　　　の標識を掲示する。

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」（社）公共建築協会）による場合は

　・配管施工（配管工事）

資 格

設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は機材の品質・性能

機材の試験は、機械共仕第１編１．４．５によるほか別表－１による。

 9 ．

10 ．

　 ・ 不 要電気保安技術者

 ５ ．

試 験

　　及び４３０５によるＳＵＳ３０４、３１６、及び４３０をいう。

請負金額５００万円以上の工事については、

　（１）建設労災補償制度への加入証明書等を契約後１ｹ月以内に契約者に

請負 者 は、 工事 で発 生し た建 設廃 棄物 につ いて 、原 則と して ゆ いく る材 の認 定を 受け た施 設又 はゆ いて く材 の認 定を 受 けて

運搬 費と 処分 費（ 平日 受け 入れ 費用 ）の 合計 が最 も 経済 的に なる もの を見 込ん でい る。 従っ て正 当な 理 由が ある 場合 を除 き

本 工事 にお ける 再 資源 化に 要す る費 用（ 運搬 費を 含む 処分 費） は、 前 述に 掲げ る施 設の うち 、受 け入 れ条 件の 合う 中か ら、

建設廃棄物の搬出

い な いが 、再 資源 化後 にゆ いく る材 製造 業者 へ出 荷し てい る 施設 へ搬 出す るこ と。

（保険期間は、原則として工事着工日から工期最終日＋１４日以上とする）

工事実績情報の

１）建設業退職金共済に加入（請負金額が５００万以上の工事）

（２）当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」

工 事 保 険 等

１）本工事に使用する機材等は、別表３及び図面に記載されたもの又は

２）この特記仕様書でいうステンレス鋼とは、ＪＩＳＧ４３０３，４３０４,

証明

機 材 等
　　これらと同等のものとする。但し、機材は監督職員の承諾を受ける。

・空冷式チリングユニット　

空　　気

・水冷式遠心冷凍機　

 １  ．

の排除手続きに関する合意書」（平成19年7月24日）に基づき次に揚げる事項を厳守しなければならない。

消火設備

・ガスエンジン式パッケ－ジ形空気調和機　

・水冷式パッケ－ジ形空気調和機　

主要熱源

原　　水

章

 ２  ．

（１）建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後１ｹ月以内に契約

なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行なうなど、厳正に対処するものとする。

２）建設労災補償共済に加入

登 録

以上になる工事は、施工体制台帳等を提出する。

　　提出する。
３）組立保険、火災保険、賠償責任保険、その他の保険に加入する。

　　　者に提出する。

給湯設備

工程に関する協議を行なうこと。

1）暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告する
とともに所轄の警察署に届けでを行ない、捜査上必要な協力を行なうこと。

・水冷式スクリュ－冷凍機　

・液化石油ガス（ＬＰＧ）

自動制御設備

2）暴力団員等から不当な要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告する

排水方式

とともに所轄の警察署に被害届を提出すること。
3）排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は速やかに監督員と

（２）雑排水　・下水管直放流　・し尿浄化槽　・側溝

・水道直結方式　・高置タンク方式　・加圧給水方式

・建物外放流方式

調 和 機

・ポンプ排水（・汚物 ・汚水 ・雑排水 ・雨水）・無

 ・　　　一式

・有〔・局所式　・中央式（　　　　　　）〕　・ 無

・

・水冷式チリングユニット　

・電気式　・電子式　・デジタル式　・空気式　・中央監視制御装置

そ の 他

用　　途

給水方式

・都市ガス

の 種 別

機　　器

・空冷式パッケ－ジ形空気調和機　

冷房方式

排 煙 設 備

・吸収冷凍機　

 ３  ．

系 図 の 提 出

工事を施工するために、締結した下請契約の代金の総額が３,０００万円

機械換気（・有　・無　）　

ガ ス の

９．暴力団員等による不当介入の排除対策

・

請負人は、当該工事の施工に当って「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入

施工体制台帳・体

 ４ ．

・トイレ洗浄水　・散水　・洗車　・修景用水　・灌水用水　・冷却塔補給水

（１）汚水　　・下水管直放流　・し尿浄化槽

・屋外消火栓　・連結送水管　　　・連結散水　　 　 ・消火器

 ・　　　一式

機械排煙（・有　・無　）

換 気 設 備

・全空気式　・水空気式　・個別熱源式

５．設備概要（　印のものが該当する）

・建物内の汚水と雑排水（・分流 ・合流）

・管材等については給水設備の項に準ずる。

７  ．

屋外

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

消 火 設 備

工事種目

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式  ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

４．工事種目（　印をつけたものを適用する）

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

屋　 外

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

一

般

共

通

事

項

６．本工事の設計時期

 ・　　　一式

工　　　　事　　　　種　　　　目

 ・　　　一式

給 湯 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式

ガ ス 設 備

排 水 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

換 気 設 備

給 水 設 備

厨 房 器 具 設 備

衛 生 器 具 設 備

 ・　　　一式

・

 ・　　　一式

排 水 処 理 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式

建物別及び

排 煙 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

・

・

・

 ・　　　一式

自 動 制 御 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式

 ・　　　一式・

空 気 調 和 設 備

 ・　　　一式

 ・　　　一式

・

 ・　　　一式

・

 ・　　　一式

　　　する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
　１）本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出

・

・

・

図

２．

　１）本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質価格等が適

　３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等

　２）調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、その実施に協力

　　　正である場合はこれを優先して使用する。なお、使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて

　　　に係る二次以降の下請人を含む。）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
　４）本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部

・

・

８．公共事業労務費調査に対する協力

　　　しなければならない。また、本工事経過後においても同様とする。

　　　に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労働

Ⅱ ． 工 事 仕 様

１

Ⅰ ． 工 事 概 要

事務所

　・熱絶縁施工（保温工事）　・建築板金施工（ダクト製作及び取付け）

主任技術者等の

撤 去 工 事

 ６  ．

製 図

工  事  場  所

建  物  概  要３．

※　 「建 設 機械 に関 する 技術 指針 （平 成 3年建 設省 告示 第 247号」 に 基づ いき 、指 定さ れた 排出 ガス 対策 型建 設機 械を し 使用 する 。

１．工 事 名

再 資源 化に 要す る費 用の 変更 は行 な わな い。
※ 　「 低騒 音型 ・低 騒音 型建 設機 械の 指定 に関 する 規定 （ 平成 9年建 設省 告示 第 1536号」 に基 づい き、 指定 され た建 設機 械を し使 用す る。

３）アスベストを含有してないこと。

作成：
所在地

作成している。

報告すること。

実施 しな けれ ばな らな い。

請負 者は 、工 事 請負 金額 500万 円以 上で ゆ いく る材 を使 用す る場 合、 着手 後に （財 ）沖 縄県 建設 技 術セ ンタ ーあ てに

「ゆ いく る 材品 質管 理依 頼」 を行 い、 必要 書類 の交 付を 受け なけ れ ばな らな い。

　　　者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。　　　　

７．県産資材の優先使用及びその他

検

請 負者 は 、路 盤材 の現 場簡 易試 験が 終了 した 場合 、速 やか に 監督 員に 試験 結果 を報 告し なけ れば なら ない 。

請 負者 は、 路盤 材の サン プル 送付 試 験の サン プル 採取 、及 び現 場へ の資 材初 回搬 入時 と敷 均 し 転 圧完 了後 の現 場簡 易試 験を 監督 員等 の立 会の もと

原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと

上記の確認にあたっては、メーカーが発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明」などにより行なう

本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税

（沖縄県産業廃棄物税）が課税されるので適正に処理すること

３ ） 躯 体

４）基礎・杭その他

５）構内舗装等

６）地下埋設物、埋設配管

４節・　建築設備

ａ）機械設備は、次の１）から６）に分別解体する。

１ ） 衛 生 器 具

２）消火栓箱、消火器ボックス

３）器具類

４）断熱材

５）配管類

６）その他機械設備

５ 節 ・ 再 資 源 化

下記の項目については再資源化を行なうものとする。

１）機器・配管等の金属類

２ ） 冷 媒 配 管

（ 財） 沖縄 県建 設技 術 セン ター にお いて 、

２ ）保 全 に関 する 資料
電 子納 品に より 提出 する Ｃ Ｄ -Ｒ ＯＭ に格 納し、監 督 員の 指示 によ る。

※ 電子 化 する 費用 は共 通費 に含 まれ るも のと する電 子 納 品 業 務33．

策定）」により、設置については「手すり先行工法による足場の組立等の基準」による働きやすい安心感

　 収録 内容 の確 認を 受け た後 に、 セン タ ー発行の 確認 証と とも に提 出す るこ と。

　な お、 ＣＤ － ＲＯ Ｍに つい ては ,

30．

・山砂の類
・根切り土の中の良質土（ただし、コンクリート管及びステンレス管以外の管の周囲は

山砂類）

・　上記以外

※　電子媒体（電子納品運用ガイドライン（案）「営繕事業編」による。）

のある足場とし、改善措置機材による場合は手すりの行先専用足場型と同等の機能を確保するものとする

・別契約の関係請負者が定置したものは無償で使用できる。

・内部仮設足場等（・　　種　・　種）・外部仮設足場等（・　種　・　種）

（イ）建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。）

※枠組足場を設ける場合は、「手すり先行足場工法に関するガイドライン（厚生労働省平成１５年4月

※設ける（　　号・・・建築標準仕様書による）　・　設けない。

・本工事で設置とする。

（イ）技術検定のうち、１級又は２級の管工事施工管理の検定種目に合格した者

・改修標準仕様書第１編2.2.1によるほか、下記による。

（ロ）資格の区分１）の（ロ）に揚げる者

（選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る

（ロ）技術士法（昭和58年法律第25号）による第二試験のうち、技術部門を機械部門

・　資格の区分１）

下記資格を証明する資料を監督員に提出する。

空気調和

（ｍ ）

（注：延面積は建築基準法による表記）

行なうなお、当該手続きに係る費用は請負者の負担とする。

設 備

水道部門又は衛生工学部門を合格した者

のうち、１級の管工事施工管理の検定種目に合格した者

・　資格の区分２）

計

延面積
２

消防法施行令別表第一
建 物 名 称 階　数

地上　階建（地下　階塔屋　階）

地上　階建（地下　階塔屋　階）

工事の着手、施工、完成にあたり、関係管公暑への必要な届出、手続き等を遅滞なく

　　　　印と※印のついた場合は、共に適用する。

構　造

　　仕様書機械設備工事編（平成１９年版）」、（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図

１．共通仕様

２．特記仕様

１．

　１）章及び項目は番号に　印の付いたものを適用する。

２．

用　途　区　分

３．

１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事

地上　階建（地下　階塔屋　階）

手 続 き

官 庁 署 へ の

　　標準仕様書（機械設備工事編）（平成１９年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事工事標準

　　（機械設備工事編）（平成１９年版）（以下「標準図」という）による。

　２）特記事項のうち選択する項目は　印の付いたものを適用する。但し　印のない場合は※印を適用する。

竹富町まちづくり課

大富団地解体工事（建築)

竹富町字南風見仲地内

大富団地解体工事（建築)

竹富町字南風見仲地内

本工事設計書は令和7年 4月時点での建築工事積算基準及び労務単価、資材単価等に基づいて

代表者　朝吹　一郎

一級建築士 第114962号

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

㈲朝吹設計事務所

大富団地解体工事に適用する。

令和７年度

ＫＭ－１



設

計

者

工事名称

工事場所

㈲朝吹設計事務所設 計 製 図管理建築士

検 印

令和 7 年度

竹富町まちづくり課

竹富町字南風見仲地内

沖縄県石垣市浜崎町2-3-32

一級建築士 第114962号

代表者　朝吹　一郎

所 在 地

登録番号

資格者氏名

名 称

摘 要

発注機関

工事年度

縮 尺

図面名称

図面番号

S=1:50

大富団地解体工事（建築)
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雨
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和室

１階平面図 50 50

洗濯室

和室

便所 便所

和室1

和室2 和室2

和室1

廊下廊下

玄関 玄関
浴室

浴室

洗濯室

ＫＭ　-　

記 号

拾い表

品 名

２

３

４

５

６

７

８ ガス湯沸器

洗 濯 機 パ ン

横 水 栓

シャワーセット

洗 面 器

２

２

２

２

２

２

２

２

再 使 無

１

１

２ ２

３ ３

４ ４

混 合 水 栓

５ ５
６

６

換 気 扇

７ ７

８ ８

洋風大便器　ﾛｰﾀﾝｸ式

給 排 水 設 備 平 面 図

２


